
委 員 長 報 告 

 

 本委員会は、去る２月26日の本会議において付託を受けた議案４件について、３月３

日及び９日に委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。 

その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、１定議案第１号 地籍調査の実施等に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、同議案第３号 田辺市火災予防条例

の一部改正について、同議案第８号 田辺周辺広域市町村圏組合の共同処理する事務の

変更及び組合規約の変更について及び同議案第９号 令和７年度田辺市一般会計補正予

算（第９号）の所管部分について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたし

ました。 

審査の過程における委員からの質疑等の主なものは、次のとおりであります。 

 議案第９号 令和７年度田辺市一般会計補正予算（第９号）の所管部分のうち、防災

対策費に関わって、避難所における長期避難を見据えた簡易ベッド及び段ボールベッド

の整備と運用の考え方について説明を求めたのに対し、「現在は簡易ベッドを中心に備蓄

を進めており、実際の避難時においてもその利用が多くなると想定しているが、段ボー

ルベッドについても、改良による性能向上を検証しながら備蓄を進めていきたい」との

答弁がありました。これに対し委員から、一般の避難所においても、長期避難の際には

高齢者等の身体的負担を考慮し、生活環境としての質に優れた段ボールベッドの備蓄を

拡充すべきではないかとただしたのに対し、「簡易ベッドを基本とする一般の避難所で負

担を感じる方には、段ボールベッドを備える福祉避難所への案内を柔軟に行うほか、今

後は防災訓練等で実際に寝心地を比較していただく機会を設けるなど、広く市民の意見

を聴きながら避難所での生活環境の改善に努めていきたい」との答弁がありました。 

 以上、委員長報告といたします。 

 

  令和８年３月９日 

                      総務企画委員会 

委員長  松 上 京 子 



委 員 長 報 告 

 

 本委員会は、去る２月26日の本会議において付託を受けた議案８件について、３月３

日及び９日に委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。 

その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、１定議案第２号 田辺市営住宅条例の

一部改正について、同議案第４号 工事請負変更契約の締結について、同議案第５号 工

事請負変更契約の締結について、同議案第６号 工事請負変更契約の締結について、同

議案第７号 工事請負変更契約の締結について、同議案第９号 令和７年度田辺市一般

会計補正予算（第９号）の所管部分、同議案第14号 令和７年度田辺市木材加工事業特

別会計補正予算（第３号）及び同議案第15号 令和７年度田辺市水道事業会計補正予算

（第３号）について、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。 

審査の過程における委員からの質疑等の主なものは、次のとおりであります。 

まず、議案第４号 工事請負変更契約の締結についてに関わって、万呂地区排水施設

整備工事（田中代工区）の請負契約の変更理由について説明を求めたのに対し、「河川管

理者である県と改めて協議したところ、県の二級河川左会津川水系河川整備計画に基づ

き、河川の護岸ブロックの規格を変更するよう指示があり、契約の変更に至った」との

答弁がありました。 

次に、議案第６号 工事請負変更契約の締結についてに関わって、万呂地区排水施設

機械設備工事の請負契約の変更理由について説明を求めたのに対し、「非常用発電機の設

置場所が住宅の近くであり、今後、さらに宅地の拡大が想定されるため、騒音を抑えら

れるものに見直したほか、今後の維持管理のことも考えて、現場で組み立てられる製品

に変更するため、契約の変更に至った」との答弁がありました。これに対し委員から、

変更契約の理由は当初から想定できるものである。また、入札後の変更契約により増額

することが常態化しているように見受けられるので、疑念を抱かれることがないよう庁

内全体で考えていただきたいとの意見がありました。 

 以上、委員長報告といたします。 

 

  令和８年３月９日 

                      産業建設委員会 

委員長  谷   貞 見 



委 員 長 報 告 

 

本委員会は、去る２月26日の本会議において付託を受けた議案５件について、３月２

日及び９日に委員会を開催し、当局の説明を聴取し慎重に審査をいたしました。 

その結果、委員会審査報告書に記載のとおり、１定議案第９号 令和７年度田辺市一

般会計補正予算（第９号）の所管部分、同議案第10号 令和７年度田辺市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第５号）、同議案第11号 令和７年度田辺市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）、同議案第12号 令和７年度田辺市介護保険特別会計補正予算（第

４号）及び同議案第13号 令和７年度田辺市診療所事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、いずれも全会一致により、原案のとおり可決いたしました。 

審査の過程における委員からの質疑等の主なものは、次のとおりであります。 

議案第９号 令和７年度田辺市一般会計補正予算（第９号）の所管部分のうち、小学

校費の教育振興費に関わって、森林環境教育推進事業の実績について説明を求めたのに

対し、「今年度において小学校 20 校が森林環境教育プログラムに取り組んでおり、その

うち、日帰りのプログラムが 13 校、宿泊を伴うプログラムが７校である。プログラムの

内容としては、実際に体験する活動の事前学習として森の働きや取組についての概要な

どを学校で学習し、その後、実際にフィールドに出向いて体験活動を行っている」との

答弁がありました。さらに委員から、今後の取組について説明を求めたのに対し、「本事

業は令和４年度開始以降、参加校数は昨年度が 16 校、今年度が 20 校へと増加しており、

来年度は、小学校全校での実施を予定している」との答弁がありました。 

以上、委員長報告といたします。 

 

  令和８年３月９日 

                      文教厚生委員会 

委員長  加 藤 喜 則 


